
目

次

規

則

○
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

告

示

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

規

則

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
五
号

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
に
手
帳
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
本
人
の
死
亡
の

届
出
が
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
、

「

を
」

「注
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
総
括
表
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
医
師
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
十
号
様
式
中
「身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

」
を
「本

人

」
に
改
め
、
同
様
式

の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
本
人
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
個
人
番
号
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

第
十
四
号
様
式
か
ら
第
十
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「市

町
村
長

印

」
を
「市

町
村

長

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
四
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
育
成
医
療
及
び
更

生
医
療
）
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

青
森
県
報
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注
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

第
四
百
十
六
号

令
和
四
年一

月
二
十
八
日

（
金
曜
日
）



た
か
は
し
薬
局

十
和
田
市
西
五
番
町
二
三
の
三

令
和三･一二･三〇

青
森
県
告
示
第
四
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

ク
ロ
ー
バ
ー
薬
局

八
戸
市
南
類
家
三
丁
目
二
の
一
七

令
和四･
一･
一

た
か
は
し
薬
局

十
和
田
市
西
五
番
町
二
三
の
三

三･一二･三〇

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
ハ
ッ
ピ
ー
・
ド
ラ
ッ
グ
元
町
西
店

マ
エ
ダ
ス
ト
ア
元
町
西
店

十
和
田
市
元
町
西
四
丁
目
九
二
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
丸
大
サ
ク
ラ
ヰ
薬
局

青
森
市
大
字
三
内
字
玉
作
二
の
七
二

代
表
取
締
役

櫻
井
清

２

株
式
会
社
マ
エ
ダ

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
四
の
八

代
表
取
締
役

前
田
惠
三

三

十
和
田
市
の
意
見
の
概
要

１

駐
車
場
の
出
入
口
に
つ
い
て
、
駐
車
場
法
施
行
令
第
七
条
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と
と

も
に
、
駐
車
場
内
の
車
路
の
幅
員
に
つ
い
て
、
同
法
施
行
令
第
八
条
の
技
術
的
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。
ま
た
、
一
台
あ
た
り
の
駐
車
ま
す
に
つ
い
て
、
十
和
田
市
路
外
駐
車
場
設
置
（
変

更
）
の
届
出
の
手
引
き
に
則
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

２

人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
観
点
か
ら
、
駐
車
場
と
施
設
に
お
け
る
ス
ロ
ー
プ
の
勾
配
等

に
考
慮
し
た
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
対
策
や
排
水
蓋
等
に
よ
る
段
差
を
な
く
す
等
構
造
面
で
の
配
慮

に
努
め
る
こ
と
。

３

住
居
に
近
い
駐
車
場
の
利
用
及
び
給
排
気
口
や
空
調
室
外
機
に
起
因
す
る
騒
音
に
つ
い
て
、

苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
真

な
対
応
を
す
る
こ
と
。

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
け
る
、
深
夜
・
早
朝
の
搬
出
入
や
荷
さ
ば
き
に
よ
る
騒
音
に
つ
い
て
、

静
穏
の
保
持
に
努
め
る
と
と
も
に
、
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
真

な
対
応
を
す
る
こ

と
。

５

廃
棄
物
等
保
管
施
設
に
つ
い
て
、
計
画
容
量
内
で
の
運
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
保
管
・
搬

出
作
業
に
伴
う
騒
音
や
悪
臭
の
最
小
限
化
に
努
め
、
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
真

な
対

応
を
す
る
こ
と
。

６

生
ご
み
に
つ
い
て
、
安
易
に
焼
却
処
分
せ
ず
、
バ
イ
オ
マ
ス
資
源
化
を
図
る
等
ご
み
の
減
量

に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
生
ご
み
以
外
に
つ
い
て
も
、
廃
棄
物
の
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
の

推
進
に
努
め
る
こ
と
。

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
十
和
田
市
役
所
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２

期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
弘
前
岩
木
店

弘
前
市
大
字
一
町
田
字
村
元
七
一
四
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

大
和
情
報
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
一
八
の
二

代
表
取
締
役

伊
藤
光
博

三

弘
前
市
の
意
見
の
概
要

１

騒
音
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
予
測
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
後
の
状
況
変
化
に
は
十

分
留
意
し
、
営
業
に
伴
い
周
辺
住
民
か
ら
低
周
波
騒
音
を
含
む
騒
音
等
に
関
す
る
苦
情
が
寄
せ

ら
れ
た
場
合
は
、
誠
意
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
苦
情
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ

た
め
の
最
大
限
の
配
慮
を
す
る
こ
と
。

２

社
会
的
障
壁
の
除
去
の
実
施
に
つ
い
て
、
過
重
な
負
担
と
な
ら
な
い
範
囲
で
ト
イ
レ
及
び
自

動
ド
ア
等
の
設
備
の
整
備
や
関
係
職
員
に
対
す
る
研
修
等
、
誰
も
が
利
用
し
や
す
い
店
舗
づ
く

り
へ
の
合
理
的
な
配
慮
を
す
る
こ
と
。
ま
た
、
障
害
者
用
駐
車
場
の
車
室
利
用
に
つ
い
て
、
健

常
者
が
利
用
し
な
い
よ
う
店
内
放
送
す
る
等
障
が
い
理
解
へ
の
啓
発
に
配
慮
す
る
こ
と
。

３

当
該
施
設
の
利
用
者
の
主
な
交
通
手
段
と
し
て
、
自
家
用
車
利
用
を
想
定
し
て
い
る
が
、
交

通
渋
滞
及
び
交
通
事
故
防
止
の
観
点
か
ら
、
周
辺
交
差
点
の
信
号
調
整
等
の
交
通
規
制
に
つ
い

て
道
路
管
理
者
及
び
交
通
管
理
者
と
協
議
す
る
と
と
も
に
、
で
き
る
だ
け
公
共
交
通
機
関
の
活

用
を
促
す
こ
と
。

４

当
該
店
舗
出
店
計
画
地
は
、
岩
木
小
学
校
及
び
津
軽
中
学
校
の
通
学
区
域
で
あ
り
、
店
舗
前

の
道
路
が
両
校
の
通
学
路
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯
及
び
荷
捌
き
可
能
時
間
が
両
校
児
童
生
徒
の
登
下
校
時
間
と
重
複
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
登
下
校
時
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
安
全
確
保
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

５

防
犯
や
青
少
年
非
行
防
止
の
観
点
か
ら
、
店
舗
内
や
人
通
り
の
少
な
い
場
所
に
お
い
て
、
防

犯
カ
メ
ラ
の
設
置
、
制
服
警
備
員
や
従
業
員
に
よ
る
定
期
的
な
巡
回
等
の
対
策
を
講
じ
る
こ

と
。
ま
た
、
夜
間
営
業
時
の
警
備
強
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
営
業
時
間
外
に
お
い
て
も
駐
車

場
の
出
入
口
の
施
錠
等
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

６

警
察
署
と
連
携
し
、
店
舗
及
び
店
舗
周
辺
で
の
事
件
発
生
時
に
お
け
る
警
察
へ
の
通
報
要
領

及
び
避
難
誘
導
措
置
等
緊
急
通
報
体
制
を
確
立
し
、
地
域
の
防
犯
対
策
に
努
め
る
こ
と
。
ま

た
、
従
業
員
の
防
犯
教
育
に
努
め
る
こ
と
。

７

景
観
計
画
に
つ
い
て
、
一
定
規
模
を
超
え
る
大
規
模
行
為
を
行
う
場
合
は
、
景
観
法
に
基
づ

く
届
出
を
行
う
こ
と
。

８

一
定
規
模
を
超
え
る
屋
外
広
告
物
を
表
示
す
る
場
合
は
、
弘
前
市
屋
外
広
告
物
条
例
に
基
づ

く
許
可
申
請
を
行
う
こ
と
。

９

当
該
地
は
市
街
化
区
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
開
発
行
為
（
建
築
物

の
建
築
ま
た
は
特
定
工
作
物
の
建
設
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
）

を
行
う
場
合
は
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
き
届
出
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
一
定
規
模
（
当
該
地
は

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
の
土
地
取
引
を
行
う
場
合
は
、
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
き
届
出

を
行
う
こ
と
。

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

意
見
書
の
提
出
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
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た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


